
政
令
第
百
八
十
号

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
四
条
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
七
条
た
だ
し
書
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
十

五
条
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百

五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
次
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
四
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
は
第
二
項
」
を
「
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
応
急
対
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

の
車
両
に
係
る
前
項
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
車
両
の
使
用
者
の
申
出
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
正
に
発
生
し

よ
う
と
し
て
い
る
時
よ
り
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
者
の
車
両
に
係
る
前
項
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
車
両
の
使
用
者
の
申
出
に
よ
り
、
警
戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
る
時

よ
り
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を



次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
を
実

施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動
車
（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
第
三
十
三
条

第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動
車
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策

基
本
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
確
認
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け

た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
十
四
号
に

規
定
す
る
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動
車
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和

五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条
第
七
号
中
「
じ
ん
臓
」
を
「
腎
臓
」
に
改
め
る
。



（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
十
条
の
三
第
一
号
の
項
中
「
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
三
十
三
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
法
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項

前
項

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

法
第
五
十
条
第
二
項

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

災
害
が
発
生
し
、
又
は

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
前

正
に
発
生
し
よ
う
と
し

て
い
る
時
よ
り
前

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
五
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

災
害
応
急
対
策
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
災
害
応
急
対
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
車
両
に
つ
い

て
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
正
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
よ
り
前
に
お
い
て
も
、
当
該
車
両
が
災
害
応
急
対
策
を
実
施

す
る
た
め
の
車
両
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。


